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「特定の者でなければ供給することができな 

 いものを調達するとき」及び「財産の売払い、 

 物件の貸付けその他の県の収入の原因となる 

 契約であって、価格競争により契約の相手方  

を決めることが困難又は不適当なものをする  

とき」以外の場合であって、契約の性質又は  

目的が競争入札に適しない特別の事情がある  

とき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 契約の概要 

 

子育て支援において必要となる知識や技 

能等を習得した人材を養成するため、平成 

27年度に国が創設した「子育て支援員」の 

養成研修の実施にあたり、次の業務を委託す

るもの。 

①研修計画書の作成 

②研修の実施 

③修了者名簿・修了証の作成・管理・ 

   発送 

 

 

２ 契約の性質又は目的が競争入札に 

適しない特別な事情の説明 

 

（公募型プロポーザル方式） 

本研修を実施するうえで重要となるのは、

①大規模研修の企画力及び実施運営体制、②

研修の質の確保、③受講者が参加しやすい研

修とするための配慮であるため、大規模研修

の企画・運営のノウハウを持ち、かつ、適切

な講師確保のための子育て分野への知見等

を有している必要がある。 

また、eラーニング及びオンライン講義研

修を円滑かつ効果的に実施するため、事業者

の能力等を評価し選定する公募型プロポー

ザル方式を採用することが適当である。 

 

３ 選んだ特定の相手方が契約相手として適

当であることの説明 

 

「株式会社ポピンズプロフェッショナル」

は、令和８年４月21日に開催した「令和８年

度子育て支援員研修業務委託プロポーザル

評価会議」において評価が行われ、最優秀提

案者として選定された者である。 

これを受けて、「株式会社ポピンズプロフ

ェッショナル」と協議を実施し、業務委託に

係る仕様を確定した。 

  備考 この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。 


